
（05）　　　　試　験　問　題　（午後の部）
注　　　　　意

⑴	 別に配布した答案用紙の該当欄に、試験問題裏表紙の記入例に従って、受験地、受験番号
及び氏名を必ず記入してください。多肢択一式答案用紙に受験地及び受験番号をマークする
に当たっては、数字の位を間違えないようにしてください。
⑵	 試験時間は、 ２時間 30 分です。
⑶	 試験問題は、多肢択一式問題（第 １ 問から第 ２0 問まで）と記述式問題（第 ２１ 問及び第 ２２
問）から成り、配点は、多肢択一式問題が 50 点満点、記述式問題が 50 点満点です。
⑷	 ①　多肢択一式問題の解答は、所定の答案用紙の解答欄の正解と思われるものの番号の枠

内をマーク記入例に従い、濃く塗りつぶす方法でマークしてください。解答欄への
マークは、各問につき１箇所だけにしてください。二つ以上の箇所にマークがされてい
る欄の解答は、無効とします。解答を訂正する場合には、プラスチック製消しゴムで完
全に消してから、マークし直してください。

	 ②　答案用紙への記入に当たっては、鉛筆（Ｂ又はＨＢ）を使用してください。該当欄の枠
内をマークしていない解答及び鉛筆を使用していない解答は、無効とします。

⑸	 記述式問題の解答は、所定の答案用紙に記入してください。答案用紙への記入は、黒イン
クのペン、万年筆又はボールペン（ただし、インクが消せるものを除きます。）を使用してく
ださい。所定の答案用紙以外の用紙に記入した解答及び上記ペン、万年筆又はボールペン以
外の筆記具（鉛筆等）によって記入した解答は、その部分を無効とします。なお、図面を記述
式答案用紙に記入するに当たっては、万年筆はペン種（ペン先）が細字（Ｆ）以下のもの、ボー
ルペンはボール径（ペン先）が 0.5 mm以下のものを使用してください。	 	
	 また、答案用紙の筆記可能線（答案用紙の外枠の二重線）を越えて筆記をした場合は、当該
筆記可能線を越えた部分については、採点されません。
⑹	 答案用紙に受験地、受験番号及び氏名を記入しなかった場合は、採点されません（試験時
間終了後、これらを記入することは、認められません。）。答案用紙の受験地、受験番号及び
氏名の欄以外の箇所に特定の氏名等を記入したものは、無効とします。
⑺	 答案用紙は、汚したり、折り曲げたりしないでください。また、書き損じをしても、補充
しません。
⑻	 試験問題のホチキスを外したり、試験問題のページを切り取る等の行為は、認められません。
⑼	 受験携行品は、黒インクのペン、万年筆又はボールペン（ただし、インクが消せるものを
除きます。）、インク（黒色）、三角定規（三角定規以外の定規の使用は不可。）、製図用コンパ
ス、三角スケール、分度器、鉛筆（Ｂ又はＨＢ）、プラスチック製消しゴム、電卓（予備を含	
めて、 ２台までとします。）及びそろばんに限ります。
	 なお、下記の電卓は、使用することができません。
①　プログラム機能があるもの	 	
　次に示すようなキーのあるものは、プログラム機能等を有していますので、使用するこ
とができません。	 	
〈プログラム関連キー〉
　　ＲＵＮ　ＥＸＥ　ＰＲＯ　ＰＲＯＧ
　　ＣＯＭＰ　ＥＮＴＥＲ
　　Ｐ １ 　Ｐ ２ 　Ｐ 3 　Ｐ ４
　　ＰＦ １ 　ＰＦ ２ 　ＰＦ 3 　ＰＦ ４
②　プリント機能があるもの
③　アルファベットやカナ文字を入力することができるもの
④　電池式以外のもの
⑽	 試験時間中、不正行為があったときは、その答案は、無効なものとして扱われます。
⑾	 試験問題に関する質問には、一切お答えいたしません。
⑿	 試験問題は、試験時間終了後、持ち帰ることができます。



第 １問	 無効及び取消しに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後

記 １から 5までのうち、どれか。

ア　買主が売買契約を締結した当時に意思能力を有しなかったために当該契約が無効と

される場合には、売主は、買主に対し、当該契約に基づく目的物の引渡義務を負わな

い。

イ　売買契約が虚偽表示により無効である場合において、売主及び買主がそれぞれ無効

であることを知って追認したときは、当該契約は、初めから有効であったものとみな

される。

ウ　買主が強迫を理由として売買契約を取り消したときは、当該契約は、初めから無効

であったものとみなされる。

エ　未成年者が法定代理人の同意を得なければすることができない契約をその同意を得

ることなく締結した場合において、当該法定代理人が当該契約を追認したときであっ

ても、当該未成年者本人は、法定の期間内に相手方に対して意思表示をすることによ

り、当該契約を取り消すことができる。

オ　取消権は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権者が取消権を有

することを知った後でなければ、時効によって消滅することはない。

１　アイ	 ２ 　アウ	 3 　イエ	 ４ 　ウオ	 5 　エオ

―（ 　 ）―1



第 ２問	 物権的請求権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいも

のの組合せは、後記 １から 5までのうち、どれか。

ア　Ａが甲土地の所有者Ｂから甲土地を買った場合において、ＡＢ間の売買契約上、甲

土地の所有権の移転時期に関する特約がないときは、Ａは、当該契約締結後直ちに、

Ｂに対して所有権に基づき甲土地の引渡しを請求することができる。

イ　Ａが甲土地の所有者Ｂから甲土地を買った場合において、甲土地について、Ｂから

Ａへの所有権の移転の登記がされていないときは、Ａは、甲土地を占有する無権利者

Ｃに対して甲土地の明渡しを請求することができない。

ウ　Ａが甲土地を所有し、その旨の登記がされている場合において、無権利者Ｂが甲土

地上に乙建物を建て、占有補助者であるＣと共に居住しているときは、Ｃを建物から

退去させるためには、Ａは、Ｃに対し、乙建物から退去して甲土地を明け渡すことを

請求しなければならない。

エ　Ａ及びＢが甲土地を共有している場合において、無権利者Ｃが甲土地に産業廃棄物

を不法投棄したときは、Ａは、単独で、Ｃに対して当該産業廃棄物を撤去するよう請

求することができる。

オ　所有権が時効によって消滅することはないが、所有権に基づく返還請求権は時効に

よって消滅する。

１　アエ	 ２ 　アオ	 3 　イウ	 ４ 　イエ	 5 　ウオ

―（ 　 ）―1 ―（ 　 ）―2



第 ３問	 遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合

せは、後記 １から 5までのうち、どれか。

ア　遺言の全文、日付及び氏名がカーボン紙を用いて複写の方法で記載された自筆証書

遺言は、無効である。

イ　遺言者の推定相続人は、公正証書遺言の証人となることができない。

ウ　夫婦は、同一の証書により共同で遺言をすることができる。

エ　遺言執行者の指定は、第三者に委託することができない。

オ　遺言者が前の遺言と抵触する遺言をしたときは、前の遺言のうち抵触する部分は、

後の遺言によって撤回されたものとみなされる。

１　アウ	 ２ 　アエ	 3 　イエ	 ４ 　イオ	 5 　ウオ

―（ 　 ）―3



第 ４問	 不動産の表示に関する登記の申請があった場合の登記官による調査に関する次のアか

らオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 １ から 5 までのうち、どれ

か。

ア　建物の表題登記の申請がされた場合には、登記官は、当該建物の所有者に関する事

項について調査することができる。

イ　不動産の表示に関する登記の申請が申請人となるべき者以外の者によってされてい

ると疑うに足りる相当な理由がある場合において、当該申請を却下すべきときであっ

ても、登記官は、当該申請の申請人に対し、その申請の権限の有無を調査しなければ

ならない。

ウ　土地の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、日出から

日没までの間に限り、当該実地調査を行うことができる。

エ　不動産の表示に関する登記の申請があった場合には、登記官は、登記所の職員に当

該不動産の実地調査を行わせることはできない。

オ　不動産の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、当該不

動産の所有者その他の関係者に対し、文書の提示を求めることができる。

１　アイ	 ２ 　アオ	 3 　イエ	 ４ 　ウエ	 5 　ウオ

―（ 　 ）―3 ―（ 　 ）―4



第 5問	 表題部の登記記録等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せ

は、後記 １から 5までのうち、どれか。

ア　土地区画整理事業により従前の １個の土地に照応して １個の換地を定めた換地処分

が行われた場合には、当該換地について表題部の登記記録が新たに作成される。

イ　建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記がされている建物の建築

が完了した場合において、当該建物の表題登記を申請し、当該登記がされるときは、

当該建物の表題部の登記記録が新たに作成される。

ウ　甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆しようとする場合において、分筆の

登記及び合筆の登記を一の申請情報により申請し、その旨の登記がされるときは、甲

土地から分筆し、乙土地に合筆した土地の表題部の登記記録は作成されない。

エ　表題登記のある甲建物を隣接する他の土地上に解体移転した場合において、解体移

転後の建物の表題部に関する登記を申請したときは、甲建物の表題部の登記記録に解

体及び移転した旨が記録される。

オ　区分建物として表題登記のある甲建物及び乙建物からなる一棟の建物の中間部分を

取り壊し、甲建物及び乙建物が区分建物でないそれぞれ別の建物となった場合におい

て、甲建物及び乙建物の表題部に関する登記を申請し、その旨の登記がされるとき

は、甲建物及び乙建物の表題部の登記記録が新たに作成される。

１　アイ	 ２ 　アオ	 3 　イエ	 ４ 　ウエ	 5 　ウオ

―（ 　 ）―5



第 ６問	 地図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 １から 5

までのうち、どれか。

ア　地図を作成するための測量は、基本測量の成果である電子基準点を基礎として行う

ことができる。

イ　電磁的記録に記録された地図には、基本三角点等の位置のみならず、その名称及び

その座標値を記録しなければならない。

ウ　土地家屋調査士が作成した測量成果である実測図であって、国土調査法第 １9 条第

5項の指定を受け、登記所に送付されるものについては、不適当とする特別の事情が

ある場合を除き、これを地図として登記所に備え付けることができる。

エ　新たに地図が備え付けられたことにより、電磁的記録に記録されている地図に準ず

る図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面の情報の内容を証明した書面の

交付を請求することはできない。

オ　地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合

において、当該申出の際に添付する地積測量図に記録された地積と当該土地の登記記

録上の地積との差が公差の範囲内であっても、当該申出は、地積に関する更正の登記

の申請と併せてしなければならない。

（参考）

国土調査法

　第 １9 条　（略）

　 ２～ ４　（略）

　 5 　国土調査以外の測量及び調査を行った者が当該測量及び調査の結果作成され

　た地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証

　を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図

　及び簿冊が第 ２ 項の規定により認証を受けた国土調査の成果と同等以上の精度

　又は正確さを有すると認めたときは、これらを同項の規定によって認証された

　国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができる。

　 6～ 8（略）

１　アイ	 ２ 　アウ	 3 　イオ	 ４ 　ウエ	 5 　エオ

―（ 　 ）―5 ―（ 　 ）―6



第 ７問	 土地の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せ

は、後記 １から 5までのうち、どれか。

ア　公有水面埋立法に基づく埋立工事が竣工した土地の表題登記を申請する場合には、

所有権を証する情報として公有水面埋立法の規定による竣功認可書を提供することが

できる。

イ　国が所有する表題登記がない土地の売払いを受けた者が、当該土地の表題登記を申

請する場合には、当該表題登記の登記原因を「国有財産売払」として申請しなければな

らない。

ウ　Ａが表題登記がない土地の所有権を原始取得した場合において、Ａが当該土地の表

題登記を申請する前に、当該土地をＢに売却したときであっても、Ａは、当該土地の

表題登記を申請することができる。

エ　土地区画整理事業区域内で仮換地が指定された表題登記がない従前の土地について

換地処分による登記を申請する場合において、必要があるときは、土地区画整理事業

を施行する者は、当該従前の土地の所有者に代位して、土地の表題登記を申請するこ

とができる。

オ　地方公共団体の所有する土地について、当該地方公共団体が土地の表題登記を嘱託

する場合には、所有権を証する情報の提供を省略することができる。

１　アイ	 ２ 　アエ	 3 　イウ	 ４ 　ウオ	 5 　エオ

―（ 　 ）―7



第 ８問	 地目に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 １から 5

までのうち、どれか。

ア　学校教育法の規定により設置された幼稚園の園舎の敷地である土地の地目は、学校

用地とする。

イ　高圧線の下にある建物の敷地である土地の地目は、雑種地とする。

ウ　水力発電のためにのみ使用される排水路の地目は、雑種地とする。

エ　牧場地域内にある牧畜のために使用する牧草栽培地である土地の地目は、畑とす

る。

オ　人の遺体又は遺骨を埋葬する規模の大きな墓地の地目は、霊園とする。

１　アウ	 ２ 　アエ	 3 　イウ	 ４ 　イオ	 5 　エオ

―（ 　 ）―7 ―（ 　 ）―8



第 ９問	 土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、

後記 １から 5までのうち、どれか。

ア　抵当権の設定の登記がされた土地について分筆の登記がされた後は、錯誤を原因と

する当該分筆の登記の抹消をすることはできない。

イ　抵当権の設定の登記がされた甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合に

は、分筆後の甲土地及び乙土地の ２筆の土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅

させることを承諾したことを証する情報が提供されたとしても、登記官は、分筆後の

甲土地及び乙土地に係る当該抵当権が消滅した旨の登記をすることはできない。

ウ　甲土地の所有権の登記名義人であるＡが死亡し、その相続人がＢ及びＣである場合

において、ＢＣ間で、Ｂが甲土地の所有権を単独で取得することを内容とする遺産分

割協議が成立したときであっても、Ｂは、甲土地の分筆の登記を申請することはでき

ない。

エ　地方公共団体及び私人が所有権の登記名義人である土地について、当該私人が分筆

の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。

オ　甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、甲土地に筆界特定が

された旨の記録があるときは、当該記録は、乙土地の登記記録に転写される。

１　アウ	 ２ 　アエ	 3 　イウ	 ４ 　イオ	 5 　エオ

―（ 　 ）―9



第１0問	 建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの

組合せは、後記 １から 5までのうち、どれか。

ア　建物図面及び各階平面図には、申請人及び作成者の住所を記録しなければならな

い。

イ　書面を提出する方法により地下のみの附属建物がある建物の建物図面を提供する場

合には、附属建物の地下 １階の形状を朱書きする。

ウ　各階平面図の床面積の計算において、不算入とすべき出窓を算入した誤りがある場

合には、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般

承継人は、各階平面図の訂正の申出をすることができる。

エ　建物の表題登記がされ、既に建物図面及び各階平面図が登記所に提出されている建

物について、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図

面及び各階平面図の提供を省略することができる。

オ　２ 階建の建物の各階平面図を作成する場合において、２ 階の階層を表示するとき

は、１階の位置を点線をもって表示する。

１　アウ	 ２ 　アオ	 3 　イウ	 ４ 　イエ	 5 　エオ

―（ 　 ）―9 ―（ 　 ）―10



第１１問	 建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 １

から 5までのうち、どれか。

ア　公衆用道路上に屋根覆いを施したアーケード付街路のうち、その周辺が店舗に囲ま

れており、かつ、アーケードを有する部分に限り、建物として登記することができ

る。

イ　上部が倉庫として利用されている寺院の山門であって、当該倉庫部分が周壁を有し

て外気と分断されているものであっても、建物として登記することはできない。

ウ　次の〔図 １〕のとおり、主たる部分の構成材料が鉄骨であり、屋根及び周壁が永続性

のある膜構造の塩化ビニールの特殊シートで覆われた建造物は、建物として登記する

ことができる。

エ　次の〔図 ２〕のとおり、最上部が屋根及び周壁を有する展望台となっており、当該展

望台の下部が鉄筋コンクリートを主たる構成材料として建築された階段室となってい

る場合には、当該展望台を建物として登記することができる。

オ　屋根及び外壁があり、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されてい

るタワー状の立体駐車場は、建物として登記することはできない。

〔図 １〕 〔図 ２〕

１　アイ	 ２ 　アウ	 3 　イオ	 ４ 　ウエ	 5 　エオ

―（ 　 ）―11



第１２問	 建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記

１から 5までのうち、どれか。

ア　建物の一部が ２階から最上階まで吹抜けとなっている場合には、１階から最上階ま

での各階の吹抜け構造の部分は、建物の床面積に算入しない。

イ　区分建物でない鉄筋コンクリート造の建物について、壁の厚みが各階ごとに異なる

場合には、各階ごとに壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により床面積を算出

する。

ウ　次の〔図 １〕のとおり、区分建物を内壁で囲まれた部分により床面積を算出する場合

において、当該区分建物が鉄筋コンクリート造であって、柱と壁を兼ねている構造の

部分が柱状に凸凹しているときは、その柱状に凸凹している部分は、専有部分の範囲

から除外して床面積を算出する。

エ　次の〔図 ２〕のとおり、ビル内の地下において、１ 方向のみを壁構造とし、他の 3方

向は鉄製のシャッターで仕切られており、営業中はシャッターを上げ、閉店後は

シャッターを閉める構造の店舗部分は、区分建物の専有部分の床面積に算入しない。

オ　次の〔図 3〕のとおり、機械室、冷却装置室及び屋上に出入りするための階段室が設

置されている天井高 ２.5 メートルの塔屋について、当該塔屋の一部が、管理事務所及

び倉庫として使用されている場合には、管理事務所及び倉庫として使用されていない

部分も含めた当該塔屋全体を建物の床面積に算入する。

〔図 １〕 	〔図 ２〕 　　　〔図 3〕

１　アウ	 ２ 　アエ	 3 　イウ	 ４ 　イオ	 5 　エオ
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第１３問	 建物の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後

記 １から 5までのうち、どれか。

ア　株式会社Ａ及び株式会社Ｂが区分建物である甲建物の所有権の原始取得者である場

合において、甲建物の表題登記を申請する前に、株式会社Ｃが株式会社Ｂを吸収合併

したときは、吸収合併存続会社である株式会社Ｃは、表題部所有者を株式会社Ａ及び

株式会社Ｃとする甲建物の表題登記を申請することができる。

イ　建物の表題登記の申請情報として建物の所在を提供する場合において、当該建物の

登記記録の所在に「甲郡乙町大字丙字丁」と記録されており、地番区域が大字である丙

と定められているときであっても、小字である丁の記載を省略することはできない。

ウ　区分建物でない建物の表題登記の申請をし、建物の名称を申請情報として提供して

登記が完了した場合には、当該建物の名称は、当該建物の登記記録の表題部の建物の

名称欄に記録される。

エ　数個の区分建物が属する一棟の建物を新築した場合には、その全ての区分建物につ

いて、一の申請情報により建物の表題登記を申請しなければならない。

オ　区分建物である表題登記のない建物の所有権の原始取得者が複数いる場合におい

て、当該区分建物の表題登記を申請するときは、その原始取得者のうちの一人から当

該申請をすることができる。

１　アウ	 ２ 　アエ	 3 　イウ	 ４ 　イオ	 5 　エオ
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第１４問	 次の対話は、建物の表示に関する登記の添付情報に関する土地家屋調査士（以下「調査	

士」という。）と補助者との対話である。調査士の質問に対する次のアからオまでの補助	

者の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記 １から 5までのうち、どれか。

調査士：　建物の表題登記を申請する場合を考えてみましょう。申請人が建物の敷地を

所有していない場合には、当該申請人に当該敷地を利用することについて正

当な権原があることを証する情報を提供しなければなりませんか。

補助者：ア	　はい。当該敷地を利用することについての正当な権原があることを証する

情報を添付する必要があります。

調査士：　建物の表題登記を申請する際に、所有権を証する情報として工事施工会社作

成に係る工事完了引渡証明書を提供し、これに当該会社の印鑑に関する証明

書を添付した場合には、当該印鑑に関する証明書は、作成後 3 か月以内のも

のでなければなりませんか。

補助者：イ	　いいえ。当該印鑑に関する証明書は、作成後 3か月以内のものである必要

はありません。

調査士：　Ａ株式会社の支店の支配人として登記された者が、Ａ株式会社が所有する建

物の表題登記の申請に係る申請人となる場合には、Ａ株式会社の会社法人等

番号と併せて当該支配人の権限を証する情報を提供しなければなりませんか。

補助者：ウ	　いいえ。支配人の権限を証する情報を提供する必要はありません。

調査士：　建物の表題登記を申請する場合には、申請人の住所を証する情報は、作成後

3か月以内のものでなければなりませんか。

補助者：エ	　いいえ。当該住所を証する情報は、作成後 3か月以内のものである必要は

ありません。

調査士：　 ２棟の建物が合体して １個の建物になったことにより、合体後の建物につい

ての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消

を申請する場合において、合体前の各建物について所有権の登記があるとき

は、当該各建物の所有権の登記名義人の住所を証する情報を提供しなければ

なりませんか。

補助者：オ	　いいえ。登記記録から所有権者の住所が明らかなので、住所を証する情報

は必要ありません。

１　アウ	 ２ 　アオ	 3 　イウ	 ４ 　イエ	 5 　エオ
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第１5問	 建物の分割の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、

後記 １から 5までのうち、どれか。

ア　甲建物の附属建物として登記されている ２棟の建物について、１棟を主である建物

とし、残りの １棟をその附属建物とする場合には、甲建物から当該 ２棟の建物を乙建

物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記がされた後に、丙建物を乙建物の附

属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。

イ　Ａが所有する甲建物の附属建物として登記されている建物について処分禁止の仮処

分命令を得た債権者であるＢは、当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報とし

て提供して、Ａに代位して、当該建物の分割の登記を申請することができる。

ウ　建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、

分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。

エ　甲建物に １から 3までの符号が付された附属建物が 3棟ある場合において、符号 ２

の附属建物を分割したときは、符号 3の附属建物の符号は、符号 ２に変更される。

オ　家屋番号 5番である甲建物の附属建物を分割して乙建物とする場合には、甲建物の

登記記録の附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に、「 5 番の １、5 番の ２ に分割」

と記録される。

１　アイ	 ２ 　アオ	 3 　イウ	 ４ 　ウエ	 5 　エオ
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第１６問	 合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の

登記の抹消（以下「合体による登記等」という。）に関する次のアからオまでの記述のう

ち、正しいものの組合せは、後記 １から 5までのうち、どれか。

ア　いずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して １個の建物となった場合にお

いて、合体による登記等を申請するときは、当該申請と併せて合体前の甲建物及び乙

建物の表題登記の申請をしなければならない。

イ　いずれも区分建物でない甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物

の分割の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。

ウ　Ａが所有権の登記名義人である甲建物及び乙建物が合体して丙建物となった後に、

Ａが死亡し、その相続人がＢ及びＣである場合には、Ｂは、単独で、合体による登記

等を申請することができる。

エ　Ａが表題部所有者として記録されている区分建物でない甲建物とＢが表題部所有者

として記録されている区分建物でない乙建物とが増築により合体し、合体後の建物が

一棟の建物に属する ２個の区分建物としての要件を備えた場合において、当該合体後

の建物について、Ａ及びＢが区分所有の意思を示したときであっても、合体による登

記等を申請しなければならない。

オ　合体前の建物に記録されている所有権の登記名義人の住所が現在の住所と異なる場

合には、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく、当該建物

について合体による登記等を申請することができる。

１　アイ	 ２ 　アエ	 3 　イオ	 ４ 　ウエ	 5 　ウオ
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第１７問	 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に関する次のアからオまで

の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 １から 5までのうち、どれか。

ア　表題登記のある建物について共用部分とする旨の規約を定めた場合には、当該建物

の表題部所有者は、当該規約を定めた日から １か月以内に、共用部分である旨の登記

を申請しなければならない。

イ　所有権の登記がない建物について共用部分である旨の登記がされる場合には、当該

建物の表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号が記録される。

ウ　共用部分である旨の登記がある建物について、当該建物の種類を倉庫から車庫に変

更した場合には、規約により共用部分の所有者と定められた者は、当該建物の表題部

の変更の登記を申請しなければならない。

エ　団地共用部分である旨の登記がある区分建物でない建物について、建物の区分の登

記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付情報として提供しなけ

ればならない。

オ　団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について、団地共用部

分である旨の登記を申請する場合において、当該建物の不動産番号を申請情報の内容

とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならな

い。

１　アイ	 ２ 　アオ	 3 　イウ	 ４ 　ウエ	 5 　エオ

―（ 　 ）―17



第１８問	 筆界特定の手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後

記 １から 5までのうち、どれか。

ア　筆界調査委員が実地調査を行うために他人の土地に立ち入る場合において、当該土

地の占有者がいないときは、あらかじめ土地の表題部所有者又は所有権登記名義人に

通知をしなければならない。

イ　筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了した場合に

は、申請人に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。

ウ　対象土地の筆界特定をしたことにより対象土地の地積が算出できる場合には、筆界

特定の内容を表示した図面に当該土地の地積が記載される。

エ　筆界調査委員が筆界特定のために必要な事実の調査をする場合には、筆界調査委員

は、申請人及び関係人以外のその他の者からその知っている事実を聴取し又は資料の

提出を求めることができる。

オ　筆界特定の手続における測量に要する費用は、申請人が負担する。

１　アイ	 ２ 　アエ	 3 　イウ	 ４ 　ウオ	 5 　エオ
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第１９問	 法定相続情報を記載した書面（以下「法定相続情報一覧図」という。）の保管及び法定相

続情報一覧図の写しの交付の申出に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいもの

の組合せは、後記 １から 5までのうち、どれか。

ア　委任を受けた土地家屋調査士が、法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をする場

合には、代理人の権限を証する書面として、委任状以外の書面を添付する必要はな

い。

イ　法定相続情報一覧図の保管の申出は、申出人の住所地を管轄する登記所に申出をす

ることができる。

ウ　法定相続情報一覧図の保管の申出をする際に申出書に添付する法定相続情報一覧図

には、相続開始の時における同順位の相続人の住所を記載しなければならない。

エ　法定相続情報一覧図の保管の申出をするには、被相続人が不動産の表題部所有者又

は所有権の登記名義人として登記されていることを要する。

オ　法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、当該法定相続情報一覧図の保管の申

出をした申出人のみがすることができる。

１　アイ	 ２ 　アエ	 3 　イオ	 ４ 　ウエ	 5 　ウオ
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第２0問	 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、正

しいものの組合せは、後記 １から 5までのうち、どれか。

ア　土地家屋調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を日本土地家

屋調査士会連合会に届け出なければならない。

イ　土地家屋調査士が引き続き ２年以上業務を行わないときは、日本土地家屋調査士会

連合会は、その登録を取り消さなければならない。

ウ　土地家屋調査士法人は、定款の定めによらなければ、社員のうち特に土地家屋調査

士法人を代表すべきものを定めることができない。

エ　法務大臣は、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人について、戒告の処分をした

ときには、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。

オ　法務大臣は、土地家屋調査士法人に対する懲戒処分として、当該法人の業務の一部

に限った業務の停止を命ずることはできない。

１　アエ	 ２ 　アオ	 3 　イウ	 ４ 　イエ	 5 　ウオ
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第２１問	 土地家屋調査士法務新太は、次の〔調査図素図〕に示すＡ市Ｂ町二丁目 １ 番 １ の土地

（以下「甲土地」という。）、同 １番 ２ の土地（以下「乙土地」といい、甲土地と併せて「本件

各土地」という。）の所有者である河野桂子から、本件各土地の表示に関する登記の相談

を受け、【土地家屋調査士法務新太による聴取結果の概要】のとおり事情を聴取するとと

もに、本件各土地について必要となる表示に関する登記の申請手続についての代理並び

に当該登記に必要な調査及び測量の依頼を受け、【土地家屋調査士法務新太による調査

及び測量の結果の概要】のとおり必要な調査及び測量を行った上、必要となる表示に関

する登記の申請を行った。

	 　以上に基づき、次の問 １から問 5までに答えなさい。

〔調査図素図〕
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（注）１		 Ｂ点は、Ａ点とＣ点を結ぶ直線上にある。

	 ２		 Ｈ点は、Ｇ点とＩ点を結ぶ直線上にある。

	 3		 Ｉ点は、Ａ点とＪ点を結ぶ直線上にある。

問 １ 　次の文は、土地家屋調査士法務新太が、【土地家屋調査士法務新太による聴取結

果の概要】及び【土地家屋調査士法務新太による調査及び測量の結果の概要】を踏ま

えて、〔調査図素図〕における乙土地に係るイ地点の筆界点及びロ地点の筆界点を判

断するに当たって検討した事項である。（　ア　）から（　エ　）までに入る文言を別

紙第 ２１ 問答案用紙の第 １ 欄に記載しなさい。なお、（　ウ　）には「Ｆ点」又は「Ｇ

点」の文言が入り、（　エ　）には「Ｉ点」又は「Ｊ点」の文言が入る。

　地積測量図とは、（　ア　）の土地の地積に関する（　イ　）の結果を明らか

にする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをい

う。不動産登記規則において、地積測量図には、筆界の点間距離を記録する

こととなっている。

　【土地家屋調査士法務新太による調査及び測量の結果の概要】から、Ｃ点か

ら（　ウ　）までの点間距離及びＡ点から（　エ　）までの点間距離を算出する

と、これらと甲土地から乙土地が分筆された際に提出された地積測量図に記

録されている点間距離とが一致する。

　したがって、イ地点における筆界点を（　ウ　）、ロ地点における筆界点を

（　エ　）と判断した。

問 ２ 　【土地家屋調査士法務新太による聴取結果の概要】及び【土地家屋調査士法務新太

による調査及び測量の結果の概要】から、Ｂ点及びＨ点の座標値を求め、別紙第 ２１

問答案用紙の第 ２欄に記載しなさい。

問 3 　別紙第 ２１ 問答案用紙の第 3 欄を用いて、土地家屋調査士法務新太が令和 5 年 8

月 １0 日に申請した乙土地に関する登記の申請書に添付する地積測量図を完成させ

なさい。

問 ４ 　別紙第 ２１ 問答案用紙の第 ４ 欄の空欄を埋めて、土地家屋調査士法務新太が令和

5 年 １0 月 １6 日に申請した甲土地に関する登記の申請書を完成させなさい。ただ

し、【土地家屋調査士法務新太による聴取結果の概要】１0 の河野桂子の希望を踏ま

えて申請することとし、必要な土地の表示に関する登記が複数ある場合は、一の申

請情報により申請するものとする。なお、登録免許税の欄については、登録免許税

の納付を要しない場合は不要と記載すること。
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問 5　河野桂子は、自らが所有する本件各土地とは別の場所に位置する土地（以下「丙土

地」という。）について、土地家屋調査士法務新太に対し、「丙土地は、現在、建物の

敷地となっているが、丙土地の一部を道路として無償貸与している。しかし、道路

として使用されている部分は分筆されておらず、利用状況と登記記録の内容が一致

していない。今般、丙土地が位置する地域で法務局の地図作成事業が実施されるこ

ととなったが、地図作成事業で、丙土地に係る利用状況と登記記録の不一致は是正

されるのか。」との質問をした。	 	

　次の文は、前記質問に対し、土地家屋調査士法務新太がした説明である。（　①　）

から（　④　）までに入る文言を、別紙第 ２１ 問答案用紙の第 5 欄の該当欄に記載し

なさい。

　登記官は、登記の申請がない場合であっても、不動産登記法第 １４ 条第 １ 項

の地図を作成するため必要があると認めるときは、（　①　）又は（　②　）の

登記名義人の（　③　）がないときに限り、（　④　）で、分筆又は合筆の登記

をすることができるとされています。

　したがって、登記官が不動産登記法第 １４ 条第 １ 項の地図を作成するために

必要があると認めたときは、（　①　）又は（　②　）の登記名義人の（　③　）

がなければ、分筆及び合筆の登記がされることがあるので、そのような場合

には、丙土地に係る利用状況と登記記録の不一致が是正されます。

（注）１		 本問における行為は全て適法に行われており、法律上必要な書類は全て適

法に作成されているものとする。

	 ２		 登記の申請は、書面申請の方法によってするものとする。

	 3		 座標値は、計算結果の小数点以下第 3 位を四捨五入し、小数点以下第 ２ 位

までとすること。

	 ４		 地積測量図は、２50 分の １の縮尺により作成すること。また、地積測量図に

記載する測量の結果を用いて求めた筆界点間の距離は、計算結果の小数点以下

第 3位を四捨五入し、小数点以下第 ２位までとすること。

	 5		 地積測量図には、各筆界点の座標値、平面直角座標系の番号又は記号、地

積及びその求積方法並びに測量年月日は、記載することを要しない。

	 6		 Ａ市基準点の各点は、地積測量図にその地点を明示して点名を付して記載

すること。ただし、座標値を記載することを要しない。

	 7		 乙土地を分筆する場合の分筆後の地番は、分筆後の土地のうち西側の土地

を １番 ２とし、その余の土地については新地番を １番 ４として付番すること。
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	 8		 別紙第 ２１ 問答案用紙の各欄に記載する文字は字画を明確にし、訂正、加入

又は削除をするときは、訂正は訂正すべき字句に線を引き、近接箇所に訂正後

の字句を記載し、加入は加入する部分を明示して行い、削除は削除すべき字句

に線を引いて、訂正、加入又は削除をしたことが明確に分かるように記載する

こと。ただし、押印や字数を記載することを要しない。

	 9		 登記申請書に記載する地積について、小数点以下の端数が生じる場合に

は、提出済みの地積測量図に記載された端数を援用すること。

【土地家屋調査士法務新太による聴取結果の概要】

１ 　Ａ市Ｂ町二丁目 ２番地 １に住所を有する河野桂子は、本件各土地及び ２番 １の土地を所有

している。

２　桜田裕斗が代表取締役を務める株式会社桜ストアは、3番 １の土地を所有している。

3　河野桂子は、平成 １5 年から、株式会社桜ストアに対し、3番 １ の土地に存在する店舗（以

下「既存店舗」という。）の従業員のみが使用する駐車場として、甲土地を賃貸している。

４　河野桂子は、平成 ２5 年から、花山光司に対し、Ａ点、Ｃ点、Ｇ点、Ｉ点及びＡ点を順次

直線で結んだ範囲の土地（以下「本件借地」という。）を賃貸している。

5　株式会社桜ストアは、既存店舗の建替えに伴い、河野桂子に対し、甲土地及び乙土地の東

側の一部（Ｂ点、Ｃ点、Ｇ点、Ｈ点及びＢ点の各点を順次結んだ範囲の部分。以下「斜線部

分」という。）の土地を新築する予定の店舗（以下「新店舗」という。）の敷地として購入したい旨

を申し出た。そこで、河野桂子は、花山光司との間で、前記 ４の乙土地に係る賃借権の範囲

を変更することについて協議をした。すると、花山光司は、河野桂子に対し、本件借地の賃

借権の範囲を変更するよりも、本件借地の西側部分（Ａ点、Ｂ点、Ｈ点、Ｉ点及びＡ点を順

次直線で結んだ範囲（以下「西側部分」という。））の土地を購入したい旨を申し出たため、河野

桂子は、花山光司との間で西側部分の土地を売却し、令和 5年 8 月 3１ 日までに所有権の移

転の登記をすることを合意した。

6　河野桂子は、令和 5年 ４月 １日、株式会社桜ストアとの間で、甲土地及び斜線部分の土地

を売却する契約（以下「本件売買契約」という。）を締結し、その際、以下の①及び②の合意を

した。なお、Ｂ点とＨ点を結ぶ直線は、Ｃ点とＧ点を結ぶ直線に平行で、その西側に １.00 ｍ

離れた直線である。

①　株式会社桜ストアは、新店舗の新築工事と併せて、甲土地の北側に存在するブロック塀

並びに斜線部分の北側及び東側に存在するブロック塀を撤去し、新たにＢ点とＨ点を結ぶ

直線上にブロック塀を設置する工事（以下「本件工事」という。）を行う。
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②　本件工事完了後、河野桂子は、甲土地及び斜線部分の土地を一筆の土地にした上で、当

該一筆の土地について、本件売買契約に基づき、河野桂子から株式会社桜ストアへの所有

権の移転の登記をする。

7　株式会社桜ストアは、令和 5年 ４ 月 3 日から既存店舗の解体工事に着手し、同年 5月 3１

日にその工事は完了した。

8　株式会社桜ストアは、令和 5年 6月 １日から本件工事及び新店舗の新築工事に着手し、同

年 9月 ２0 日にその全ての工事が完了し、新店舗の営業が開始した。

9　甲土地及び斜線部分の土地は、新店舗を利用する者の車両や新店舗に商品を納品する車両

の駐車場として利用されているとともに、新店舗において販売している商品の特価品や新製

品を屋外に陳列するための展示販売所としても利用されている。

１0　河野桂子は、前記 5及び 6の所有権の移転の登記を申請する前提として必要となる登記そ

の他の不動産登記法上必要となる表示に関する登記をすることを希望している。

１１　土地家屋調査士法務新太は、同年 8 月 １0 日、前記 5 の乙土地について、必要な登記を申

請し、当該登記は、同月 ２１ 日、完了した。

１２　河野桂子は、同年 9 月 ２0 日、甲土地ついて、順位 １ 番の抵当権の抹消の登記を申請し、

当該登記は、同月 ２9 日、完了した。その後、法務新太は、同年 １0 月 １6 日、前記 6 の甲土

地及び斜線部分の土地について、必要な登記を申請した。

１3　河野桂子は、本件各土地の登記識別情報を保有している。

【土地家屋調査士法務新太による調査及び測量の結果の概要】

１ 　資料に関する調査の結果

⑴　登記記録の調査結果

ア　甲土地の登記記録の抜粋

（表題部）

所　在　Ａ市Ｂ町二丁目

地　番　１番 １

地　目　雑種地

地　積　335 m2

（権利部）

甲　区　１番　Ａ市Ｂ町二丁目 ２番地 １　河野桂子

乙　区　１番　抵当権設定　平成 １5 年 8 月 １ 日受付第 １２3４ 号

原　因　平成 １5 年 8 月 １ 日金銭消費貸借同日設定
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債権額　金 １900 万円　利息　年 3.60 ％

損害金　年 １8 .00 ％（年 365 日の日割計算）

債務者　Ａ市Ｂ町二丁目 ２番地 １　河野桂子

抵当権者　Ａ市Ｃ町三丁目 １番 １号　法務信用金庫

イ　乙土地の登記記録の抜粋

（表題部）

所　在　Ａ市Ｂ町二丁目

地　番　１番 ２

地　目　宅地

地　積　１１9 .１6 m2

　　　　２36 .8１ m2

原因日付〔登記の日付〕　１番 3を合筆〔平成 ２5 年 9 月 １ 日〕

（権利部）

甲　区　Ａ市Ｂ町二丁目 ２番地 １　河野桂子

乙　区　（登記事項なし）

ウ　２番 １の登記記録の抜粋

（表題部）

所　在　Ａ市Ｂ町二丁目

地　番　２番 １

地　目　宅地

地　積　5２8 .9２ m2

（権利部）

甲　区　Ａ市Ｂ町二丁目 ２番地 １　河野桂子

乙　区　（登記事項なし）

エ　3番 １の登記記録の抜粋

（表題部）

所　在　Ａ市Ｂ町二丁目

地　番　3番 １

地　目　宅地
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地　積　99１ .73 m2

（権利部）

甲　区　Ｄ市Ｅ町二丁目 １番 3号　株式会社桜ストア

乙　区　（登記事項なし）

⑵　地図等に関する調査結果	 	

　本件各土地が所在する地域には、不動産登記法第 １４ 条第 １ 項の地図は備え付けられて

いないが、地図に準ずる図面が備え付けられている。また、本件各土地が所在する地域

は、不動産登記規則第 １0 条第 ２項第 １号の市街地地域に属する。

⑶　本件各土地及び隣接地に係る図面等の調査結果	 	

　本件各土地については、平成 １5 年に、甲土地から乙土地が分筆された際に提出された

地積測量図がそれぞれ備え付けられている。なお、平成 ２5 年 9 月 １ 日、１ 番 ２ の土地と

１番 3の土地とが合筆されて、乙土地となった。

〔地積測量図（抜粋）〕

⑷　Ａ市道路管理課における道路境界の調査の結果	 	

　Ａ市道路管理課において、道路境界の調査を行った結果、本件各土地については道路境

界の確認がされており、道路境界確認図が備え付けられていた。
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２ 　本件各土地の利用状況、境界標の状況並びに立会い及び測量の結果

⑴　本件各土地の利用状況	 	

　本件各土地の利用状況は【土地家屋調査士法務新太による聴取結果の概要】のとおりであ

る。なお、甲土地及び斜線部分の土地は、新店舗との一体利用が不可欠な状態にあること

が確認された。

⑵　境界標の状況に関する調査	 	

　〔調査図素図〕のＡ点、Ｄ点、Ｅ点及びＪ点にはコンクリート杭が設置されており、Ｃ

点、Ｆ点、Ｇ点及びＩ点には金属標が設置されている。なお、全ての境界標には永続性が

あることが確認された。

⑶　土地家屋調査士法務新太による検証及び立会の結果等

ア　土地家屋調査士法務新太による検証の結果、現地の境界標と登記所備付資料の地積測

量図及び道路境界確認図の成果は整合していることが確認された。

イ　土地家屋調査士法務新太による検証の結果、本件各土地の筆界は、登記所備付地積測

量図のとおりであることが確認された。また、現地立会いの結果、本件土地の筆界

は、河野桂子の認識とも一致した。また、土地家屋調査士法務新太は、河野桂子との間

で本件土地の分割点についても確認した。

ウ　土地家屋調査士法務新太による検証の結果、甲土地と 3番 １の土地との筆界及び乙土

地と 3 番 １ との筆界は、Ａ点、Ｃ点及びＤ点を順次結んだ直線であることが確認され

た。また、現地立会の結果、これらの筆界は、株式会社桜ストアの代表取締役である桜

田裕斗の認識とも一致した。

エ　土地家屋調査士法務新太は、分割点であるＢ点及びＨ点に永続性のあるコンクリート

杭を設置した。また、Ｇ点には金属標が設置されていたが、当該金属標は、ブロック塀

の撤去工事の際に亡失していたため、土地家屋調査士法務新太は、令和 5年 8月 7日に

新たにＧ点に永続性のあるコンクリート杭を設置した。

⑷　測量の結果	 	

　近傍のＡ市基準点の点検測量を行った結果、許容誤差内にあることを確認した。そこ

で、次の〔Ａ市基準点成果表〕の値をもって、測量を行い、次の〔測量によって得られた座

標値〕のとおり筆界点等の座標値を得た。
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ア　〔Ａ市基準点成果表〕

点名 Ｘ座標（ｍ） Ｙ座標（ｍ）

Ｔ １ 680 .0４ 690 .97

Ｔ ２ 703 .30 69１ .0２

イ　〔測量によって得られた座標値〕

点名 Ｘ座標（ｍ） Ｙ座標（ｍ）

Ａ 70１ .４8 69２ .76

Ｃ 70２ .79 703 .6２

Ｄ 70４ .50 7１7 .76

Ｅ 679 .68 7１7 .76

Ｆ 680 .１４ 703 .6２

Ｇ 680 .6４ 703 .6２

Ｉ 680 .6４ 69２ .76

Ｊ 680 .４9 69２ .76

―（ 　 ）―29



第２２問	 甲田栄一は、自己の所有するＡ市Ｂ町一丁目 3 番 9 の土地（以下「本件土地」という。）

上に、家屋番号Ｂ町一丁目 3 番 9 の １ の区分建物（以下「 3 番 9 の １ の区分建物」とい

う。）及び家屋番号Ｂ町一丁目 3 番 9 の ２ の区分建物（以下「 3 番 9 の ２ の区分建物」とい

い、3番 9 の １ の区分建物と併せて「本件各区分建物」という。）を新築し、本件各区分建

物を所有している。土地家屋調査士法務太郎は、【事実関係】のとおり、甲田栄一から表

示に関する登記についての相談を受けて事情を聴取し、必要となる全ての表示に関する

登記の申請手続についての代理並びに当該登記に必要な調査及び測量の依頼を受け、現

地の測量及び【登記記録】のとおり登記記録を調査した上、必要となる登記の申請を行っ

た。なお、本件土地及び本件各区分建物には、【登記記録】に記録されている権利以外の

権利は存在しない。

	 　以上に基づき、次の問 １から問 ４までに答えなさい。

問 １ 　土地家屋調査士法務太郎は、甲田栄一から、「本件各区分建物を区分建物でない

建物としたいが、どのような登記手続が可能なのか。」との質問を受けた。	 	

　次の文は、上記の質問を受けて、土地家屋調査士法務太郎が甲田栄一に対して

行った説明である。（　ア　）から（　オ　）までに入る文言を別紙第 ２２ 問答案用紙

の第 １欄の該当欄に記載しなさい。

　今回、申請すべき登記は、区分建物の（　ア　）の登記となります。

　まず、本件工事の内容からすると、本件各区分建物の（　イ　）が失われる

ものではないため、本件各区分建物が（　ウ　）したとみることはできませ

ん。本件各区分建物は、所有権の登記名義人が相互に異なる建物ではなく、

所有権等の登記以外の（　エ　）に関する登記のある建物でもありません。ま

た、本件各区分建物は、主たる建物と附属建物の関係にはありませんが、互

いに（　オ　）している建物です。そのほかに区分建物の（　ア　）の登記を制

限する事由はありません。そのため、本件各区分建物を区分建物ではない建

物にするためには、（　ア　）の登記を申請すべきことになります。

　また、本件工事により建物の登記事項に変更が生じている場合には、建物

の表題部の変更の登記を申請する必要があります。

問 ２ 　別紙第 ２２ 問答案用紙の第 ２ 欄の空欄を埋めて、土地家屋調査士法務太郎が申請

した本件各区分建物に関する表示に関する登記の申請書を完成させなさい。	 	

　ただし、登記の申請は、一の申請情報によって申請し、建物の表題部の変更の登

記に係る申請情報を先に記載するものとする。なお、登録免許税の欄については、

登録免許税の納付を要しない場合は「不要」と記載し、敷地権の表示に関する登記の
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申請が不要である場合には、「原因及びその日付」欄に「記載不要」と記載すること。

問 3 　別紙第 ２２ 問答案用紙の第 3 欄を用いて、問 ２ の登記申請書に添付する建物図面

及び各階平面図を完成させなさい。

問 ４　仮に、【事実関係】とは異なり、土地家屋調査士法務太郎は、本件各区分建物が新

築された当時、甲田栄一から、本件各区分建物の表題登記の申請の依頼を受けたと

する。次の文は、土地家屋調査士法務太郎が当該表題登記の申請時に提供したと考

えられる添付情報と当該添付情報を提供した理由を説明したものである。（　①　）

から（　⑤　）までに入る文言を別紙第 ２２ 問答案用紙の第 ４ 欄の該当欄に記載しな

さい。

　登記申請時に必要な添付情報は、建物図面、各階平面図、所有権を証する

情報、住所を証する情報、代理権限を証する情報及び（　①　）があります。

　（　①　）が添付情報として必要な理由は、本件各区分建物の【登記記録】

に、（　②　）が記録されていないので、専有部分とその専有部分に係る	

（　③　）とを（　④　）して（　⑤　）することができる旨を定めた（　①　）

を、登記申請時に提供しなければならないためです。

（注）１		 本問における行為は全て適法に行われており、法律上必要な書類は全て適

法に作成されているものとする。

	 ２		 登記の申請は、書面申請の方法によってするものとする。

	 3		 建物図面は 500 分の １ の縮尺により、各階平面図は ２50 分の １ の縮尺によ

り、それぞれ作成すること。

	 ４		 各階平面図に記載する距離は、小数点以下第 ２ 位までを記載し、建物図面

に記載する距離は、小数点第 １位までを記載すること。

	 5		 別紙第 ２２ 問答案用紙の各欄に記載する文字は字画を明瞭にし、訂正、加入

又は削除をするときは、訂正は訂正すべき字句に線を引き、近接箇所に訂正後

の字句を記載し、加入は加入する部分を明示して行い、削除は削除すべき字句

に線を引いて、訂正、加入又は削除をしたことが明瞭に分かるように記載する

こと。ただし、押印や字数を記載することを要しない。
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【事実関係】

１ 　Ａ市Ｂ町一丁目 3 番地 9 に住所を有する甲田栄一は、平成 ２5 年に父である甲田栄太か

ら、相続により単独で所有権を取得した本件土地上に、平成 ２7 年 3 月 3 日、二世帯住宅と

して本件各区分建物を新築し、本件各区分建物を所有している。本件各区分建物は、図 ２

〔各階平面図〕【工事前】のとおり、世帯ごとに区画された部分について区分建物として登記が

されている。

２　甲田栄一は、3番 9 の ２ の区分建物に妻と二人で居住しており、甲田栄一の息子である甲

田栄佑とその妻は、3番 9の １の区分建物に居住している。

3　令和 ４年に甲田栄佑とその妻の間に子供が生まれたため、甲田栄一は、本件各区分建物に

ついて増築及びリフォーム工事（以下「本件工事」という。）を行った。甲田栄一は、本件工事

の代金を全て支払った。

４ 　本件工事の概要は、以下の⑴から⑸までのとおりであり、これらの番号は図 ２〔各階平面

図〕【工事完了後】中の⑴から⑸までの箇所に施行された工事に対応している。

⑴　外に出ることなく １階と ２ 階を往来できるように、施錠できる木製の扉を付けた（図 ２

〔各階平面図〕【工事完了後】中の⑴木製扉設置に対応した工事）。

⑵　バルコニーとして使用していた部分の一部を増築し、リビングを拡張した（図 ２〔各階平

面図〕【工事完了後】中の⑵リビング拡張工事部分に対応した工事）。なお、増築した部分の

構造は、軽量鉄骨造である。

⑶　子供部屋が設けられるように ２ 階の間取りを変更した（図 ２〔各階平面図〕【工事完了後】

中の⑶間取り変更に対応した工事）。

⑷　陸屋根をスレートぶきの勾配屋根に変更した（図 ２〔各階平面図〕【工事完了後】中の⑷ス

レートぶき勾配屋根に変更に対応した工事）。

⑸　物置として使用するための屋根裏部屋を設置した（図 ２〔各階平面図〕【工事完了後】中の

⑸屋根裏部屋増築に対応した工事）。

5 　本件工事は、令和 5 年 １0 月 6 日に完了した。本件工事を請け負った乙山建設株式会社

は、同日、甲田栄一に対し、本件工事が完了したことに伴う表示に関する登記に必要となる

書類一式を交付するとともに、本件各区分建物を引き渡した。

6　甲田栄一は、本件工事後に必要となる表示に関する登記手続をした。また、甲田栄一は、

今後相続が発生した時に備えて、本件各区分建物を区分建物ではない建物とすることを希望

している。なお、甲田栄一は、本件各区分建物の登記識別情報を保有している。
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〔調査図〕

図 １〔建物配置図〕

〔座標値一覧表〕

点名 Ｘ座標（m） Ｙ座標（m）

Ａ 50 .00 75 .00

Ｂ 68 .00 75 .00

Ｃ 68 .00 89 .50

Ｄ 5２ .00 88 .00
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図 ２〔各階平面図〕

　	【工事前】

※	１ 階部分及び ２階部分において、 で囲まれた部分は、本件各区分建物として登

記されている専有部分の区画を表す。
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【工事完了後】

―（ 　 ）―35



（注）１		 距離の単位はメートルである。

	 ２		 図 １〔建物配置図〕中の数値は、土地の筆界から建物の外壁までの距離を示し

ており、図 ２〔各階平面図〕の数値は、鉄骨の柱又は壁の中心間の距離を示して

いる。

	 3		 鉄骨は両側が被覆されており、壁の厚さは全ての部分で 0.１5 メートルであ

る。

	 ４		 建物の隅部は、全て直角である。

	 5		 △及び〇印は、各階の重なっている部分を示す。

	 6		 図 １〔建物配置図〕中の（　）内は、土地の地番を示す。

	 7		 図 １〔建物配置図〕中のＡ、Ｂ、Ｃ及びＤは本件土地の筆界点を示し、筆界点

の座標値は、〔座標値一覧表〕のとおりである。

	 8		 北は、Ｘ軸の正方向に一致する。

	 9		 図 １〔建物配置図〕及び図 ２〔各階平面図〕【工事前】記載の寸法値は、既に法務

局に備え付けられている建物図面及び各階平面図記載の建物の辺長及び敷地か

らの距離と合致している。

　　１0		 図 ２〔各階平面図〕【工事完了後】は、本件工事完了後の各階平面図である。
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【登記記録】

専有部分の家屋番号 3－ 9－ １　3－ 9－ ２
表　題　部　（一棟の建物の表示） 調製 省略 所在図番号 余　白
所　　　在 Ａ市Ｂ町一丁目 3番地 9 余　白
① 構 　 造 ② 床 面 積 　 m2 原因及びその日付〔登記の日付〕

軽量鉄骨造陸屋根 ２階建 １階
２階 省略 〔平成 ２7 年 3 月 １3 日登記〕

表　題　部　（専有部分の建物の表示） 不動産番号 省略
家屋番号 Ｂ町一丁目 3番 9の １ 余　白
① 種 類 ② 構 　 造 ③床面積　m2 余　白

居宅 軽量鉄骨造 ２階建 １階部分　	４
２ 階部分　70

6１
２１
平成 ２7 年 3 月 3 日新築
〔平成 ２7 年 3 月 １3 日登記〕

所 有 者 Ａ市Ｂ町一丁目 3番地 9　甲　田　栄　一

権　利　部（甲区）　（所有権に関する事項）
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権保存 平成 ２7 年 ４ 月 ２ 日
第 １２3４6 号

所有者　Ａ市Ｂ町一丁目 3番地 9
　甲　田　栄　一

　＊　	下線のあるものは抹消事項であることを示す。	 	
（※乙区に登記は存在しない）

専有部分の家屋番号 3－ 9－ １　3－ 9－ ２
表　題　部　（一棟の建物の表示） 調製 省略 所在図番号 余　白
所　　　在 Ａ市Ｂ町一丁目 3番地 9 余　白
① 構 　 造 ② 床 面 積 　 m2 原因及びその日付〔登記の日付〕

軽量鉄骨造陸屋根 ２階建 １階
２階 省略 〔平成 ２7 年 3 月 １3 日登記〕

表　題　部　（専有部分の建物の表示） 不動産番号 省略
家屋番号 Ｂ町一丁目 3番 9の ２ 余　白
① 種 類 ② 構 　 造 ③床面積　m2 余　白

居宅 軽量鉄骨造 １階建 １階部分　7４ 7２ 平成 ２7 年 3 月 3 日新築
〔平成 ２7 年 3 月 １3 日登記〕

所 有 者 Ａ市Ｂ町一丁目 3番地 9　甲　田　栄　一

権　利　部（甲区）　（所有権に関する事項）
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権保存 平成 ２7 年 ４ 月 ２ 日
第 １２3４5 号

所有者　Ａ市Ｂ町一丁目 3番地 9
　甲　田　栄　一

　＊　下線のあるものは抹消事項であることを示す。
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表　題　部　（土地の表示） 調製 余　白 不動産番号 省略
地図番号 余　白 筆界特定 余　白
所　　　在 Ａ市Ｂ町一丁目 余　白
① 地 番 ② 地 目 ③ 地 積 　 m2 原因及びその日付〔登記の日付〕

3番 9 宅地 ２33 00 省略

権　利　部（甲区）　（所有権に関する事項）
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権移転 省略 省略

２ 所有権移転 平成 ２5 年　省略
原因　平成 ２5 年（省略）相続
所有者　Ａ市Ｂ町一丁目 3番地 9
　甲　田　栄　一

　＊　	下線のあるものは抹消事項であることを示す。	 	
（※乙区に登記は存在しない）
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受　験　地 受 験 番 号 氏 名

（この欄記入不要）

十の位

【多肢択一式答案用紙】

【記述式答案用紙】

受験地コード番号表

01
東　京

02
大　阪

03
名古屋

04
広　島

05
福　岡

06
那　覇

07
仙　台

08
札　幌

09
高　松

一の位

千の位 百の位 十の位 一の位

試験区分

受験番号

受 験 地

東京

36
氏 名

民
事
　二
子

受 験 地
受験番号
氏 名

左の者が受験者の場合の記入例は、
下記のとおりとなります。

東 京
36

民事二子

〔記入例〕

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0

1 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

東　京

0 1 3 6
民事　二子
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